
　平成19年12月から社会保険庁は約5，000万件の宙に浮いた年金記録と、基礎年金番号で管理している記録との突き合
わせを行い、記録が年金に結びつく可能性がある人に加入期間および加入履歴を記載した『ねんきん特別便』を送付していま
す。
　今後は加入者全員に本年6月から10月までの間に「ねんきん特別便」が届きます。

■「ねんきん特別便」が手元に届いたときは、年金記録に記載漏れや誤りがないかを確認して、次の手続きを行ってください。
　▽加入記録に訂正がない場合（年金受給者、現役加入者）
　同封の「年金加入記録照会票」から「確認はがき」を切り取り、“訂正がない”を○で囲み提出年月日、氏名を記入の上返送
してください。
　▽加入記録に訂正がある年金受給者の場合
　同封の「年金加入記録照会票」に必要事項を記入し、「確認はがき」を切り取らず“訂正がある”を○で囲み、年金証書、印
鑑を持参の上、大和高田社会保険事務所で手続きしてください。
（社会保険事務所へ来所できない場合は、市役所年金係へ問い合わせてください。）
　▽加入記録に訂正がある現役加入者の場合
　同封の「年金加入記録照会票」に必要事項を記入し、「確認はがき」を切り取らず“訂正がある”を○で囲み、「年金加入記録
照会票」を同封の返信用封筒で返送してください。

■結婚等で姓が変わった人は特に注意してください
　平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた場合は、以前の記録が統合されていないことがあります。結婚等により氏
名を変更している人の記録が、問題のある年金記録の１割を超えていると見込まれています。年金記録は、旧姓の申し出を
することで記録の照合を行いますので、確認に協力をお願いします。
　※平成9年1月以降にはじめて年金に加入した人は、基礎年金制度の導入により、年金記録を一元的に管理しています。
■住所を変更した場合は次の窓口で手続きを行ってください。
　○国民年金加入中の人……………………………………………………… 市役所年金係
　○厚生年金加入中の人と配偶者（国民年金第3号被保険者）の場合	…… 厚生年金加入中の人の勤務先
■問合先　大和高田社会保険事務所（奈良県大和高田市幸町5-11）　☎0745・22・3531
　　　　　市民課年金係　本（内線２６８、３７０）

6月から現役加入者にも「ねんきん特別便」が届きます

　戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、虚偽の交付請求を防止し、市民の個人情報を保護するため、住民票の写し・
戸籍謄抄本などの交付請求時に、窓口に来られた人の本人確認を実施します。
　交付請求の際は、本人であることが確認できる書類の提示が必要となりますので持参してください。
　なお、同一世帯外・同一戸籍外（第三者）の人が交付申請する場合には交付対象者からの委任状が必要になります。また申
請者（第三者）の本人確認も行いますので次の書類を併せて持参してください。また、提示の際は必要とする明確な理由を求
めます。（場合によっては資料の提示を求めます。）
　ご理解とご協力をお願いします。
■ア．１種類を持参してください
運転免許証、旅券（パスポート）、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、
宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、住民基本台帳カード（顔写真付）、官公庁が発行する証明書
および各種免許証等（顔写真付）、療育手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書
■イ．２種類を持参してください
国民健康保険証、健康保険被保険証、船員保険証、共済組合員証、介護保険被保険証、国民年金手帳（または証書）、厚生
年金手帳（または証書）、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳
■ウ．（イ）＋（ウ）の２種類を持参してください
学生証、社員証（法人が発行した身分証明書）、公の機関が発行した資格証明書（顔写真付き）
■問合先　市民課　本（内線２６２）

住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認書類の提示が必要です

　五條市では行財政改革の一環として４月１日から次の手数料を改定しました。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。

住民票の写しの交付（広域交付含む）、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の交付、住民基本台帳の閲覧、外国人記載事項証
明書、外国人登録原票の写し、印鑑登録証明書、印鑑登録証の再交付、認可地縁団体印鑑登録証明、認可地縁団体に関する
証明、固定資産課税台帳登録事項証明、固定資産課税台帳閲覧、課税証明、納税証明、公文書および公簿の閲覧等、図面の
閲覧・照会、その他手数料

■改定後手数料　３００円
■各支所（西吉野・大塔支所）でも引き続き証明書等の発行を行っています。
■詳細については、各担当課へ問い合わせてください。
■問合先　市民課　本（内線２６２）

４月から証明書発行等の手数料を改定しました
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